
○国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土
調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と
同様に取り扱うことができることとしており、これを「１９条５項指定」と呼んでいます。

○１９条５項指定の対象となる測量・調査については、原則として一の地域（連続する土地）の面積
が500㎡以上であれば、事業者等の制限はなく、全て指定を受けることが可能です。

国土調査法１９条５項指定とは？

○境界紛争を未然に防止し、安心して土地取引が可能

19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われるので、近隣との境界争い等が未
然に防止され、将来の土地の売買等を行う場合も円滑に行うことができるようになります。

公図 登記所における正式な地図

測量成果である地図が公的に
管理され、成果の散逸がなくな
ります。

正式な地図（不動産登記法第
14条第1項の地図）として備え
付けるために、登記所に送付さ
れます。

19条5項指定されると・・・
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○民間事業者等が積極的に19条５項指定を申請できるように、
19条５項指定申請に必要な測量・調査、成果の作成に係る経費に対し補助する制度

→成果が地籍調査と同等以上の精度または正確さを有することが必要

○補助金の応募要件

事業主体： 民間事業者等

対象地域： ＤＩＤ（人口集中地区）、又は、都市計画区域
※ただし地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で
規定する地図が備え付けられている地域は除く

面積要件： 一地区あたり500㎡以上

補 助 率： 民間事業者等１／３以内（間接補助）
※ただし、地方公共団体の補助する額の１／２が限度
（地方公共団体が補助制度を設けていることが必要)

民間事業者等１／３以内（直接補助）

地籍整備推進調査費補助金制度（民間事業者等向け）の概要

※この円グラフは一例で、負担割合は
変わることがあります。

補
助
対
象
経
費

19条5項指定申請等による地籍情報の整備に必要な以下の経費で、その行為が交付決定後に行われ、その年度中に行
われている場合に限ります。（19条5項指定申請に必要な追加的経費だけでなく、測量・調査費用全体が補助対象）
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19条5項指定申請の手引きの目次構成

１．国土調査法第19条第5項指定制度の概要
１－１ 国土調査法第19条第5項指定とは
１－２ 19条5項指定のながれ
１－３ 19条5項指定のメリット
１－４ 19条5項指定の要件
１－４－１ 19条5項指定の要件
１－４－２ 登記所備付地図として備え付ける要件
１－４－３ 19条5項指定が義務付け及び推進されている事業
１－５ 19条5項指定の調査類型
１－５－１ 19条5項指定を推進する事業の拡大
１－５－２ 登記後申請と登記前申請

２．必要な作業と手続き
２－１ 調査に必要な作業概要
２－２ 作業内容
２－２－１ 調査計画作成等
２－２－２ 基準点測量
２－２－３ 現況・復元測量
２－２－４ 境界確認
２－２－５ 境界測量
２－２－６ 面積計算
２－２－７ 登記手続
２－２－８ 精度管理
２－２－９ 作図
２－２－10 申請書類作成（19条5項指定申請図等作成）
２－２－11 電子成果作成
２－３ 地籍整備推進調査費補助金
２－３－１ 地籍整備推進調査費補助金の主旨

２－３－２ 地籍整備推進調査費補助金の調査対象地域
２－３－３ 地籍整備推進調査費補助金の補助率
２－３－４ 地籍整備推進調査費補助金の対象経費
２－３－５ 地籍整備推進調査経費の算定の限度
２－３－６ 地籍整備推進調査費補助金の事務のながれ

３．測量法に基づく手続き
３－１ 公共測量の手続き
３－１－１ 公共測量とは
３－１－２ 公共測量の手続きのながれ
３－１－３ 公共測量申請書作成
３－２ 既知点の選定の留意点
４．申請類型毎の実務について
４－１ 登記後申請の実務
４－１－１ 登記後申請とは
４－１－２ 登記後申請に関する通知
４－１－３ 登記後申請の留意点
４－１－４ 登記後申請の申請書類
４－２ 登記前申請の実務
４－２－１ 登記前申請とは
４－２－２ 登記前申請に関する通知
４－２－３ 登記前申請の留意点
４－２－４ 登記前申請の申請書類

５．既存測量成果を活用した19条5項指定申請
５－１ 既存測量の活用
５－２ 成果修正業務のながれ（例）

国土調査法第19条第5項指定申請の手引きは、第1章において、19条5項指定の概要。第2章において、必要と
なる作業・手続きに関する解説とその費用に対して活用可能な補助金の説明。第3章において、地籍調査と同等
以上の精度と正確性を有することを担保するために必要な公共測量の手続きに関する説明。第4章において、申
請類型毎の実務に関する解説。第5章において、地方公共団体地籍部局が既存測量成果を活用し、19条5項指
定申請を行う手法についての紹介。という構成となっています。
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